
身障協会事務局通信〔第２７５号〕 
 

                                      令和元年８月１６日 
 

１ 芸術・文化事業のご案内     

 ◆第２０回交通安全の集いの開催（募集）＜担当：岡田＞ 

   日  時 令和元年９月２９日（日）１０時から１５時まで 

   場  所 東濃自動車学校（中津川市茄子川 1126-4 TEL0573-68-2715） 

   参加資格 中津川市又は恵那市在住の身体障がい者で運転免許を所持する者 

   参 加 費 無料 

   申込期間 令和元年９月９日（月）まで（各支部長が取りまとめ、本会に申し込みください） 

   内  容 交通安全講習、安全運転競技、運転適性検査、サポカー体験講習（予定） 

 ◆１０月・１１月の芸術教室 ＜担当：山田、柴＞ 

  ◯フラワーアレンジメント教室 

   ・１０月１９日（土）１３：３０～１５：３０ 

    中津川市中央公民館 2-1 学習室（中津川市本町 2-3-25 TEL 0573-66-6777） 

  ◯ちぎり絵教室 

   ・１１月 ３日（日）１３：３０～１５：３０ 

    大野町総合町民センター ２階制作室(揖斐郡大野町黒野 990 番地 TEL 0585-32-1111） 

  ◯陶芸教室 

   ・１１月１６日（土）１０：００～１１：３０ 

    美濃加茂市生涯学習セミナー 501 技術学習室(美濃加茂市太田町 3425-1 TEL 0574-25-4141) 

   申し込み締め切り 

  各開催日１週間前 

 （なお定員になった場合、締め切り前でも申し込みを締め切らせていただきます。） 

 ◆岐阜県教育文化財団主催イベントの紹介 

  ◯tomoni 県民ミュージカル 心の翼（問い合わせ先：岐阜県教育文化財団 プラザ事業課 058-233-8164） 

   ・日時 ９月１４日（土）開演 １６：００（開場 １５：００） 

   ・場所 ぎふ清流文化プラザ２階 長良川ホール（岐阜市学園町 3-42） 

   ・料金 ２，０００円（全席指定）※未就学児童入場不可  

  ◯tomoni ハートアートライブ（問い合わせ先：岐阜県教育文化財団 TASC 岐阜 058-233-5377） 

   ・日時 ９月２３日（月・祝）開演１４：００（開場１３：００） 

   ・場所 ぎふ清流文化プラザ２階 長良川ホール（岐阜市学園町 3-42） 

   ・料金 無料（入場整理券が発行されますので事前に申し込み下さい。（開演 15 分前までの優先券）） 

 

２ スポーツ事業 

 ◆第１７回全国身体障害者グラウンド・ゴルフ岐阜大会の開催 ＜担当：前田＞ 

   日  時 令和元年１１月１７日（日） 

        受付 ８：３０～  開会式 ９：３０～  競技開始 １０：００～ 

   会  場 岐阜メモリアルセンター長良川競技場・補助競技場（岐阜市長良福光大野２６７５－２８） 

   参 加 費 １人 １，０００円（介助者１人５００円） 

   申込期間 令和元年１０月４日（金）まで 



４ 今後の主な日程について （９月、１０月） 

 ９月  3 日  (火) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30          関  市：関市総合福祉会館 

 6～8日 (金～日) 岐阜県障がい者ふれあい福祉フェア           岐 阜 市：マーサ２１ 

 10 日  (火) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00          恵 那 市：岩村福祉センター 

 29 日  (日) 交通安全の集い               中津川市：東濃自動車学校 

 10月  1日  (火) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30      美濃加茂市：市総合福祉会館 

     6日（日) 長良川ふれあいマラソン大会         海 津 市：木曽三川公園特設会場 

 10日  (木)  全国障害者スポーツ大会岐阜県選手団結団式  岐 阜 市：ＯＫＢふれあい会館 

 12～14 日 (土～月) 全国障害者スポーツ大会いきいき茨城ゆめ大会 茨 城 県：県内各所 

 15 日  (火) 全国障害者スポーツ大会岐阜県選手団解団式  岐 阜 市：ＯＫＢふれあい会館 

 23･24日 (水･木) 日身連中部ブロック身体障害者相談員研修会  三 重 市：長島温泉「はなみずき」 

 28日  (月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30      飛 騨 市：神岡町ふれあいセンター 

 30日  (水) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00      郡 上 市：八幡保健福祉センター 
 

問い合わせ先 
   岐阜県身体障害者福祉協会   Tel 058－273－1111 （内線 2534･2535･2543･2544） 
   岐阜県身体障害者婦人の会    
   岐阜県障害者スポーツ協会   Tel 058－273－1111 （内線 2540～2542） 

Fax 058－273－9308 （兼用） 

 
とぴっくす 

◇令和元年１０月１日から、障がい者の方に対する自動車税の対象範囲が下記のとおり変更されます。 

 ◯生計同一者運転及び常時介護者運転の減免対象範囲が、本人運転と同じ対象範囲に拡充されます。 
 

障害区分 減免の対象となる範囲 

視覚障害     １、２、３、４     級 

聴覚障害       ２、３       級 

平衡機能障害         ３       級 

音声機能障害 
        ３       級 

（咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る。） 

上肢不自由     １、２、３       級 

下肢不自由     １、２、３、４、５、６ 級    

体幹不自由     １、２、３、  ５   級 

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害 

上肢機能     １、２、３       級 

移動機能     １、２、３、４、５、６ 級 

心臓機能障害     １、  ３       級 

じん臓機能障害     １、  ３       級 

呼吸器機能障害     １、  ３       級 

ぼうこう及び直腸の機能障害     １、  ３       級 

小腸の機能障害     １、  ３       級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害     １、２、３       級 

肝臓機能障害     １、２、３       級 

 ◯減免対象となる自動車の生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の使用目的が、障がい者の 

    方の通学、通勤等に限らず、社会参加全般が対象となります。 

   問い合わせ先  

    岐阜県自動車税事務所         TEL 058-279-3781  FAX 058-279-5677 

      飛騨県税事務所自動車税出張所 TEL 0577-36-1400  FAX 0577-36-1402 


